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はじめに

日本における個人のセキュリティ確保は､ここ数年のうちで犯罪 ｡袷

安問題が急速に社会問題化したことにより (｢安全神話｣の崩壊)､政策

課題としての重要性を増しつつある｡一方､欧米諸国は､日本とは異な

って､すでに過去数十年にわたる深刻な犯罪･治安問題を経験しており､

その克服のため､旧来の刑事司法の施策の枠を超え､包括的な取り組み

が行われてきた｡我々の研究の目的埠､このような欧米諸国のセキュリ

ティ問題につき比較検討を行うことである｡その第一段階として､イギ

リスとフランスの基礎的な研究に着手し､その成果を別の論文1で発表し

ている｡そこで示唆したのは､イギリス ｡フランスでも､その具体的な

犯罪統制の態様にニュアンスの差異があるとしても､いかに犯罪問題に

対応するかが重要な政治的アジェンダであり続けていると同時に､公的｡

私的な多様な対応には多 くの問題が含まれている､ということである0

今回取り上げるアメリカも例外ではない｡アメリカは､犯罪の常態化に

あえぐ社会の代表的な例である｡

本論文では､次のように検討を進める｡まず､アメリカにおける犯罪

の動向とそれに対応する刑事政策の概略､および一般市民の犯罪リスク
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を明らかにする｡次に､市民の犯罪恐怖の上昇と､それをと伴う私的なセ

キュリティの興隆の状況を取 り上げる｡ 第 3に､市民の安全確保に関わ

る警察活動の動向を歴史的に概観した後､代表的なポリシングの形態を

素材に､それらの意義と問題点を検討する｡

1.アメリカ社会における犯罪の動向

どの社会においても､犯罪は社会の安定を脅かしかねない問題として

存在するが､犯罪の数やパターン､一定人口あたりの犯罪の頻度などは､

それぞれの社会に特有の傾向を示す｡したがって､我々がセキュリティ

について論じようとする場合､犯罪率や犯罪傾向を明らかにすることか

ら始める必要があるだろう｡アメリカにつ0て言えば､我々日本人が様々

なメディアを通じて形成してきた一般的なイメージとは異なり､必ずし

もすべての犯罪で犯罪率が一様に高いわけではない｡財産犯罪や致命的

傷害を与えない暴力犯罪については､ヨーロッパの国々と比較して特に

顕著であるとは言えない｡しかし､殺人や武装強盗のような重大な暴力

(graveviolence)については､犯罪率の高さが際立っている｡殺人死亡

率を比較すると､アメリカは､北アイルランドの2倍､カナダやオース

トラリアの4倍､スペイン､フランス､ドイツの9倍､イングランドや

日本の15-20倍に達している2｡もちろん､このような致命的な暴力につ

いては､殺人に用いられる凶器のありようと密接な関係がある｡銃器所

有が個人の権利として確立されているアメリカでは､合法 ｡非合法に疏

器が遍在している｡ 私的に所有されている銃器の数は､1990年代前半で

2億-2.5億といわれ､35-50%の世帯が少なくとも1つは火器を所有し

ていると見積もられている3.したがって､犯罪行為の場面に､銃器が何

らかの形 (加害者側の威嚇､凶器の他に､被害者側の自己防衛など)で
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関係する可能性が高く､それだけ行為の結末が重大な傷害に結びつく可

能性が高いと思われる｡事実､2000年に発生した重大暴力犯罪の被害者

のうち､53万人以上が火器携帯の加害者と遭遇しているし､殺人事件に

関しては､その66%が火器による犯行であった4｡アメリカの犯罪問題に

おける銃器5というアポリアについては､我々の研究に大きな意味をもつ

ので､稿を改めて論じる予定である｡

アメリカの犯罪率 (特に重大暴力犯罪)を時系列的に見た場合､20世

紀を通じてずっと高い水準にあったわけではない｡連邦捜査局(Federal

Bureauoflnvestigation:FBI)によるUniform CrimeReports(以

下､UCR)のデータによれば､1940-50年代には犯罪率が低い傾向が続

いていたが､1960年頃を境にして､急激な犯罪率の上昇が始まっている｡

1970年代の後半からは､年毎に多少の変動はあるものの､全般的に見て

横ばい状態であり､高い水準で ｢安定期｣にあるという見方が多い6｡ さ

らに､UCRの指標犯罪のそれぞれの動向には類似点が見られる7｡殺人率

について見ると､1990年代に入って減少し始め､世紀転換期には1960年

代のレベルに落ちたが､いくつかの大都市では再び上昇の兆しが見える

という｡したがって､犯罪率の動向を概観した限りでは､1960年代の犯

罪率の急上昇をきっかけとして､アメリカ社会は高い犯罪率が常態化す

る社会に変化したと見ることができよう｡ ちなみに､この犯罪率の全体

的傾向のなかで見えにくくなっているものの､重要な変化が見られたの

が､少年の暴力犯罪の傾向である｡1970年代､1980年代前半に高い水準

ながら停滞していた暴力犯罪率は､1985-1993年に爆発的に上昇してい

る｡加えて､懸念されるべき徴候として､若者の重大暴力犯罪の増加に

銃器が深 く関わっていることが挙げられる8｡

一方､このような犯罪の上昇に対して､アメリカ社会はどのように対

応してきたのだろうか｡1960年代の犯罪率の急増を受け､犯罪問題への

対応を迫られたジョンソン大統領は､｢法執行と司法運営に関する大統領
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委員会｣(President'sCommissiononLawEnforcementandAdminis-

trationofJustice)を設置した｡同委員会は､1967年に､犯罪問題への

対応に関する包括的な内容をもつ浩瀞な報告書を提出した.その基本的

な考え方は､警察や刑事司法システムが単独で犯罪の減少を導くことは

不可能であるとする点にあった｡このような視点から､社会の構造的問

題への取 り組みが課題とされ､貧困 ｡教育 ｡雇用などに関わる社会福祉

政策との広汎な連携が説かれていた｡この点は､ジョンソン大統領の拷

げた ｢貧困との戦いJ(WaronPoverty)という政治スローガンと密接

な関連性を有するものであった｡他方､刑事司法に関わる内容としては､

犯罪者の社会内処遇の推奨など､リベラルな施策が打ち出されていた0

このような大統領委員会の諸勧告からも看取されるように､1960年代

における犯罪対応政策はリベラルな特性を番びていた｡そのことを示す

幾つかの客観的事実を取り上げてみよう9｡1960年代は､刑務所人口が減

少するという点で､アメリカの受刑者拘禁の歴史でも稀な時期にあたっ

ていた｡この時期には､立法者や犯罪学の専門家の間で､刑事処罰への

不干渉 (hands-off)アプローチが支持され､裁判官や仮釈放委員会に犯

罪者処遇に関する大幅な裁量を委ねる諸立法が生み出された｡アメリカ

における死刑の適用は1960年代を通じて減小し､1968-1976年には一度

も執行されなかった｡薬物所持や公共の場所での離釘､秩序を乱す行為

を取 り締まる法律の執行は､1960年代から70年代初頭には､現在ほど強

調されていなかった - 等々｡ 大統領委員会の報告書は､こうしたリ

ベラルな時代の最後の証しの1つであった10｡

このようなsoftoncrimeの政策は､ジョンソン委員会の活動後､数

年を経て経験された保守主義的な革命の結果､1970年代にはtough on

crimeへとラディカルな変容を見せることになる｡70年代以降の犯罪対応

政策の保守化は､刑罰の厳格度を高める ｢厳罰化｣の方向で現れた｡そ

?ような方向を支持する多数の立法が生み出され､例えば､1994年の｢暴
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力犯罪統制および法執行法｣(ViolentCrimeControlandLawEnforce-

mentActof1994)､別名 ｢三振アウト法｣がよく知られている11. 性犯

罪歴のある者について､個人情報を警察当局に登録するよう義務づけた

り､居所に関する情報を地域住民に提供するなどの内容をもつ立法

(Megan'sLaw)の普及も最近の傾向である｡また､死刑の適用の復興､

非暴力犯罪や秩序違反行為への法執行活動の上昇なども指摘されている｡

さらに､犯罪者に対する十分な制裁の確保が主張され､裁判官や仮釈放

委員会の裁量が制限されるようになった12｡このことと関連して､刑務所

等の施設収容者の急増､保護観察や仮釈放の利用の増加などが見られた｡

RuthとReitzによれば､1970-2000年の30年間で､総人口は35%増加し

たのに対し､刑務所の収容人口は500%以上の増加を記録したとされる13｡

保護観察 ｡仮釈放もL同じ期間に爆発的な増加を見せるが､条件違反によ

るそれらの取消しによって刑務所に収容される割合も増加した｡1997年

には､カリフォルニア州の入所者の64%､ルイジアナ州では54%､ユタ

州では51%が､そのような形での入所となっている14｡さらに､増え続け

る刑務所 ｡拘置所の収容者の内訳については､1980年代､1990年代の傾

向として､アフリカ系の男性は白人男性の7-9倍の収容率であること

に加えて､ヒスパニック系の収容者数が急増している点も見逃せない0

さて､これまでアメリカの1960年代以降の犯罪動向とそれに対する刑

事司法制度の変化について簡単に見てきたが､この節の最後として､狗

罪の加害者と被害者のプロフィールから､アメリカの暴力犯罪のリスク

についてより輪郭を明確にしたいoデータの正確さに関わる問題と､身

体的暴力に焦点をおく我々の研究目的により､殺人に関して述べると､

加害 ･被害の双方に関して人種的な偏りが非常に大きいことが最も注冒

される点である｡1990年代の殺人の被害率に関して､アフリカ系の被害

率は白人の6-7倍である｡ 殺人の加害率については､1993年にアフリ

カ系男性は､白人男性の9.5倍であった15｡ 前述のように1980年代後半か

51



法政論叢一一第31号(2004)

ら90年代にかけて急上昇した若者の暴力については､その増加分のほと

んどはアフリカ系の男子に帰せられ､殺人の加害 ･被害ともにアフリカ

系男子が白人男子よりもはるかに高い｡1993年までにはアフリカ系男子

(13-17歳)の殺人加害率が10万人あたり120､アフリカ系男子 (18-24

歳)のそれが280に達し､10年前に比較して3-4倍になっている16｡ さ

らに､1998年のアフリカ系アメリカ人市民の殺人被害に関して､その94

%がアフリカ系の加害であるという｡

こうした傾向から推測されるのは､犯罪のリスクは空間的 ｡社会的に

偏る傾向にあり､一般的に最も貧しく､地域社会の荒廃が問題となって

いる､マイノリティが多 く居住する地域で､加害 ｡被害ともに集中して

いる､ということである｡

2.犯罪恐怖と私的なセキュリティ

前節で概観した1960年代以降の犯罪の上昇と常態化に直面してとられ

た犯罪対策の背景には､世論による強い支持が存在したであろうことが

考えられる.これは､いわゆる犯罪恐怖 (fearofcrime).の問題と関わ

っている｡1960年代以降の犯罪の急増に直面した人々が､犯罪被害に遭

うことが自分とは無関係ではないこと､1970年代 ｡80年代に入って､も

はや高犯罪状態は単なる一時的な社会状況ではなく､慢性的に存続して

いくであろうことを感じ取り､⊥層恐怖感を募らせていったことは､想

像に難 くない｡

さらに､市民のそのような恐怖や不安は､マスメディアの報道によっ

て､いっそう煽られるかもしれない｡Bestは､現代アメリカ文化の中心

的テーマとしての ｢ランダム ‥ イヾオレンス｣(randomviolence)に着

冒し､1985年以後の新聞 ｡雑誌に掲載されたその表現について検討を行
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った｡その結果､｢ランダム｣という言葉がほとんど吟味されずに用いら

れると同時に､≪尊敬すべき人物が見知らぬ人間から理由もなく突然暴力

攻撃を受ける≫といった具合に事件が往々ドラマティックに紹介される

ことにより､人々の恐怖心を実態以上に煽る傾向があることを指摘した｡

｢誰でも､いつでも､犯罪に暴力に巻き込まれる可能性がある｣という

含みは､社会的関心を喚起するために用いられ､人々の間で強力なイメ

ージを呼び起 こす一方､犯罪の真の姿 (パターンや傾向)を人々の日か

ら覆い隠すものであり､また如何なるイデオロギー的アジェンダにも逮

合するように仕立てられている､として批判される｡先述したように､

暴力犯罪の被害者 ｡加害者の詳細な分析は､人種や民族等の属性に応じ

て強い偏差があることを示しており､それゆえ実際の犯罪のリスクは平

均化されえない｡にもかかわらず､強調される犯罪のランダム性は､正

確な情報に基づかない恐怖を与えるという点で､大きな問題を抱えてい

る｡

事実､犯罪恐怖 (人々の犯罪リスクの認知)が実際の犯罪動向 (犯罪

リスク)とは独立の要因として作用することは､多くの研究で実証され

ている｡犯罪恐怖は､実際の犯罪動向と疎遠だとしても､政策形成に対

しては非常に大きな影響力を及ぼすものである｡そうであるがゆえに､

現在の犯罪対策にとって､実際の犯罪を減少させる(犯罪リスクの減少)

だけでは十分とは言えず､犯罪恐怖を減らすことも重要な課題となって

いるのである｡ この点については次節で論じることにして､ここでは､

セキュリティを渇望する心性がますます高まっている徴候について､簡

単に触れておくことにする｡

まず､セキュリティのプライヴァタイゼ-ション(privatization)の進

行が挙げられる｡セキュリティを求める人々の需要は､もちろん警察な

ど伝統的に安全確保の役目を担ってきた公的機関の機能向上に向けられ

る一万､･それと同時に､自己防衛の様々な手段が講じられる｡個人に関
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しては､住宅や自動車などの資産を守るためのセキュリティ装置や商品､

警備員への出費など金銭的な負担から､｢状況的犯罪予防｣に沿った自衛

行動の実践､近隣の安全活動への参加などが挙げられる｡ビジネス組織

もまた､安全確保のための設備､技術､人員やセキュリティ｡システム

の導入など､投資を余儀なくされている｡W.Cunningham らの1984年の

報告によれば､ガードや私的警察などのセキュリティ人員は1970年の40

万人から20年間で125%増加し､設備や人員などを含めた私的なセキュリ

ティの出費については､公的な警察のそれを5割以上も上回り､さらに､

非番の警察官の約15%が私的領域で雇用されるものと見込まれていた｡

さらに､連邦議会の報告書では､2000年までに私的領域のセキュリティ

関連の雇用者は､公的な法執行関係者の3倍に上るものと見積もられて

いた17｡我々の別の論文で取り上げたイギリスの場合と同様に､アメリカ

においても私的セキュリティの拡大が顕著である｡

市民の居住空間に目を向けると､プライヴァタイゼ-ションの別の形

態として注目されるのが､｢ゲイテッド｡コミュニティ｣(gatedcommunities)

の成長である｡BlakelyとSnyderによれば､ゲイテッド｡コミュニティ

の需要は年代を追うごとに変化し､1980年代の開発当初には平均以上の

収入 ｡教育歴をもつ人々が不動産投機目的や賛沢な消費志向のためにそ

れを求める傾向にあったが､最近は主に犯罪恐怖からより高い安全性を

求めてそれを選択するケースが多いというoBlakelyらは､1997年までに

大都市圏を中心に2万以上のゲイテッド｡コミュニティが存在し､居住

者は840万人に上ると見積もっている18｡アメリカの郊外化は､20世紀を

通じてインナーシティの貧困､マイノリティや犯罪の集中から逃れる形

で進行したが､郊外でも安全な空間がもはや存在しないとすれば､｢セキ

ュリティは､場所 (location)にのみ見出すことはでき｣ず､｢開発の形

態-ゲイテッド｡コミュニティ｣に求められていると言える19｡ 富裕層を

中心とする特権的な階層は､より堅固で完全なセキュリティを求めて､
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内と外との境界線をポリシングする究極的な排外的形態としてのゲイチ

ッド｡コミュニティを選択し､社会的関係性の世界から手を引こうとす

るので＼ある｡

3.ポ リシングの改革をめぐる政策と議論

伝統的に市民の安全確保と治安維持に携わってきた警察機関の活動を

めぐっては､もちろんアメリカでも多 くの議論がある｡また､近年､犯

罪統制に関する実験的な試みが多数現れており､それらをめぐる議論も

活性化している｡ここでは､アメリカにおけるポリシングについて､そ

の歴史的動向を概観した後､新しいポリシングの形態を素材として､若

干の検討を試みたい｡

1)ポリシング改革の歴史的動向

19世紀の警察は､地方の政治システムに組み込まれていた｡腐敗や市

氏 (特にマイノリティ)への虐待により批判が高まり､20世紀初頭に､

革新主義運動と連動した警察改革運動が進められることとなった｡プロ

フェッショナリズム運動として知られるこの改革運動は､従来の圧倒的

な政治的干渉からの警察の自律性を希求した｡警察部長による集権的な

管理道営機構を確立すること､警察官を｢犯罪と戦う戦士｣(crimefightef)

と位置づけることなどが､その改革戦略の要諦であった｡この運動は､

特に､警察の法執行手続に関わる諸原則が判例上確立される1960年代に､

手続的適正さを確保されたポリシングを教導する指導理念として､その

正当性が承認された20｡

しかし､1960年代から犯罪率が急激に上昇したこともあって､改革の

有効性や妥当性に対する批判が強まる｡KellingとColesは､警察改革戦
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略が､従来の警察任務 (機能)から ｢犯罪予防｣を抜き去り､殺人 ｡強

盗 ｡強姦などの重大犯罪にポリシングの重点を置くよう奨励した点を､

犯罪統制に関わる改革の失敗の原因として重く見ている｡それによると､

警察官の任務は､パ トカーに乗 り､市民からの通報に対応し､犯罪者を

逮捕することであるという ｢法執行｣戦略は､ほとんど成功を収めるこ

とはなかった｡市民はむしろ､軽微な犯罪や無秩序 (disorder)への対応

を強 く求めており､この要求に応えられない警察活動は､犯罪に対する

市民の不安を払拭できず､それに伴って警察への信頼を失わせることに

なった､というのである21｡警察とコミュニティの距離を近づけようとす

る政策はジョンソン委員会によっても推奨されていたが､逆に､警察関

係者の間では､60-70年代における都市暴動や公民権運動､ベ トナム反

戦運動などの高まりを背景に､｢コミュニティ｣を敵対視する心性が醸成

された｡彼らは､インナーシティの住民や群れる若者たち､｢60年代世代｣

を､社会を破壊しかねないアナーキーで反道徳的な勢力と見なしたので

ある22｡

1970-80年代にかけて､警察活動に関する移しい数の研究が行われ､

その改良の方向性が模索された｡その過程で､従来の警察のプロフェッ

ショナル ｡モデルでは等閑視されていた､秩序の維持や犯罪予防の活動

を重視し､警察と市民 (コミュニティ)との協調による新しい犯罪統制

を目指す試みが､次第に注目を集めるようになった｡｢秩序を求める市民

の声に応じて､多 くの都市では､秩序維持と犯罪予防を強調する新しい

警察戦略とともに､警察と協調しながら行われる犯罪統制への市民参加

が行われている｣23｡ここでは､新しいポリシングの2つの方向性を取 り

上げることにする｡ 1つは､割れ窓理論 (BrokenWindowsTheory)

として知られるWilsonとKellingの犯罪予防理論に着想を得て､ニュー

ヨーク市で実践された ｢ゼロ｡トレランス｣(ZeroTolerance)戦略ない

し｢秩序維持ポリシング｣(Order-MaintenancePolicing)である｡もう
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1つは､｢コミュニティ｡ポリシング｣(CommunityPolicing)ないし｢問

題志向型ポリシング｣(Problem-OrientedPolicing)の名称で総称され

る､多様な警察活動である｡

2)割れ窓理論とゼロ ｡トレランス

割れ窓理論(BrokenWindowsTheory)は､WilsonとKellingが1982

年に発表した論文24で提唱された犯罪予防理論である25｡それによれば､

ビルの割れた窓を放置しておくと､そこが管理や監視の行き届かない場

所であることが明らかとなり､次々に他の窓が割 られ､ついにはコミュ

ニティの衰退 と大きな犯罪を招 くことになる｡要するに､軽微な犯罪や

無秩序状態の放置は､より重大な犯罪や地域の無法地帯化につながる危

険性を腔胎するものなのであった｡この理論はやがて､犯罪都市として

知 られたニューヨーク市における革新的な警察活動戦略に結びつけられ

ることとなる｡1994年､こユーゴーク市警察当局は､無秩序状態と銃器

暴力という2つの問題に対処すべ く､ル ドルフ ｡ジュリア-ニ市長の号

令の下､割れ窓理論を､ゼロ｡トレランス (ZeroTolerance)ないし秩

序維持ポリシング (Order-MaintenancePolicing)として知 られる警察

活動戦略へと翻案した｡これは､あらゆる違法行為に対する逮捕を要求

するゼロ ｡トレランス (-寛容ゼロ)の貫徹を企図し､社会的無秩序に

対して法令を積極的に適用する戦略であり､警察当局はこの戦略を実施

すべ く､停止｡身体捜検 (stop-and-frisk)活動の展開とuう計画的な政

策を採用した｡無秩序に対するポリシングは､より重大な犯罪問題を招

来するかもしれない軽微な無秩序への介入 と逮捕を要求するものであっ

た26｡

結局のところ､ゼロ ｡トレランス戦略は､厳罰主義と同視される積檀

的 ｡攻撃的なポリシングを指すものであるが､このニューヨーク市の読

みは､犯罪率の劇的な減少によって広 く喧伝されるところとなり､アメ
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リカ国内のみならず､世界各国の諸都市における犯罪統制戦略にも､大

きな影響を及ぼしている｡しかし､問題も指摘されている｡

逮捕者の増加による刑務所等への過剰収容が施設内処遇の劣悪化を招

き､再犯の防止可能性が低下することや､この戦略が結局､社会的に差

別された者を特定の場所から排除するにとどまり､社会的に犯罪問題を

解決したとは言い難いことなどが挙げられる27｡また､軽微な犯罪による

逮捕が被逮捕者に与える長期的な影響に注目すべきであるとの見解もあ

る｡すなわち､被逮捕者の労働市場への参入の際に逮捕の前歴が障碍と

なりうることや､軽微犯罪による逮捕が被逮捕者とその家族 ｡友人らの

間で警察の正統性を永続的に穀損すること､軽微犯罪による逮捕の可舵

性が高い若者については､逮捕された後の再犯率が高いレベルにあるこ

となどが指摘されている28｡ さらに､ゼロ｡トレランス戦略は種々の要因

から人種的ポリシングに陥る傾向があるとの批判がある｡それによると､

ニューヨーク市の秩序維持ポリシングは､その標的とする無秩序状態や

暴力の集中する地域 (高レベルの貧困と社会的分裂を抱えた都市近郊地

域)に警察の資源と努力をより一層投入するのであるが､かかる地域の

多くは人種的マイノリティの多く居住する地域であった｡この戦略の過

用は人種的不均衡を示すことが知られており､それゆえ､ニュ二ョ-ク

市における秩序維持ポリシングと停止｡身体捜検活動は､マイノリティ｡

コミュニティへの格印効果を伴う人種的ポリシングのスタイルを生み出

すとともに､都市においてすでに紛争を生じている人種的不和を拡大す

るものとなった､というのである29｡

そもそも､ゼロ｡トレランス戦略は､その着想源とされる割れ窓理請

とは相反する内容を含んでいる｡KellingとColesは､割れ窓理論の解釈

には往々誤 りが見られるとし､｢割れ窓｣を｢街頭一掃｣(streetsweeping)

戦略ないし厳格取締 り政策に翻案することを批判している｡彼らによれ

ば､割れ窓理論は ｢路上生活者を含む市民と警察が密接に協力して､近
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隣地域のきまりを定めることを提案｣するものであり､｢近隣地域のルー

ルは､そのほとんどが逮捕以外の手法 (教育､説得､カウンセリング､

命令)によって執行されるべきであり､逮捕はそれ以外のやり方がすべ

て失敗したときの最後の手段にすぎな 〔い〕｣ものであった30｡ニューヨ

ーク市の秩序維持ポリシングは､それに反して､あらゆる法律違反への

逮捕を強調していた｡ある論者によれば､この戦略は､｢割れ窓を修理す

ることとはほとんど関係がなく､〔むしろ〕窓を壊す者たち､またはいか

にも窓を壊しそうに見える者たち､あるいは--外国人--もしくはア

ウトサイダーを逮捕することと大いに関係がある｣ 310

3)コミュニティ｡ポリシング

コミュニティ｡ポリシング (CommunityPolicing)は､単一の固定的

なプログラムではなく､各種の具体的な警察実践を総称的に表現するも

のである｡1980年代から試みられてきた諸都市での取組みは､従来型の

警察活動を改良し､地域コミュニティとの協力 ｡連携を通じて犯罪予防

を試みるものであった32｡コミュニティ･ポリシングないし問題志向型ポ

リシング(Problem-OrientedPolicing)を支持するKellingとColesは､

割れ窓理論を背景に､コミュニティに基盤を置いた犯罪予防アプローチ

を推奨する｡彼らは､警察活動に関する従来的な受け身塾の法執行モデ

ルには限界があり､秩序維持 ･犯罪予防に市民が一定の寄与をなすべき

ことを要求してもよい (究極的には､市民自身の行動を通じて近隣地域

に秩序感覚を育てなければならない)とし､.この点を踏まえた新しい警

察活動モデルとして､コミュニティ｡ポリシングなどの予防モデルを揺

唱している33｡コミュニティ｡ポリシングとして警察により実施されてい

る具体的な施策としては､近隣監視 (NeighborhoodWatch)グループ

の組織化､コミュニティ.ミーティング (communitymeeting)や犯罪

予防セミナーの開催､戸別訪問､ニュースレターの発行､薬物教育プロ
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ジェクト､メディアを通じてのキャンペーン､馬や自転草でのパ トロ｣

ル､警察の出張窓口 (policestorefronts)の設置などが挙げられる34｡

コミュニティ｡ポリシングの一環として実施されてきた諸施策の効果

については､多くが消極的に評価されてI)る｡例えば､最もよく知られ

たプログラムである近隣監視は､犯罪予防にはほとんど効果がないとさ

れている｡ 最も犯罪率の高い地域は､住民がこの活動への参加を最も秩

る地域であるというのが､その一因である｡住民の犯罪恐怖については､

近隣監視はむしろこれを増すとさえ言われている｡また､コミュニティ｡

ミーティングが中心的な役割を果たしたコミュニティ｡ポリシングのプ

ログラムでも､何ら犯罪の減少は認められなかったとされる35.さらiこ､

犯罪減少と犯罪恐怖の低減に加えて､｢生活の質｣(qualityoflife)の向

上がコミュニティ｡ポリシングの目標とされる場合がある｡これは､秩

序維持の重要性を強調する割れ窓理論で前提とされていたものであるが､

先に述べたように､ゼロ ｡トレランス戦略に見られる攻撃的なポリシン

グと､しばしば結びつけて理解された｡しかし､ゼロ｡トレランスの攻

撃性は､コミュニティを疎外し､警察とコミュニティとのパートナーシ

ップという目標を台無しにする危険性を歴胎していた36｡KellingとColes

は､コミュニティの秩序回復の努力は､住民と刑事司法制度を取 り̀結ぶ

完全なパー トナーシップを構築しなければ長期的に成功することはでき

な0､と主張している37.攻撃的ポリシングが割れ窓理論と整合しないこ

とは明らかであった｡ゼロ ｡トレランス ｡ポリシングに言わば曲解され

た割れ窓理論のオリジナルな内容を見直し､生活の質を高めるポリシン

グの可能性を支持する見解は少なくない 38｡しかし､他方､秩序維持の警

察活動の領域は広汎で､かつその内容もある程度柔軟に解されるとする

なら､それは常に､連邦憲法で保障された市民的自由の穀損に及ぶ危険

性を秘めている.その境界を確定することは容易ではない｡KellingとColes

も､その著書で多くの訴訟事件を取り上げ､秩序維持を志向するポリシ
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ングが季む法的アポリアに応接しようとしているが､この間題の解決は

今後の判例の蓄積によるところが大きいと思われる｡

おわりに

アメリカにおける犯罪への対応は､60年代を境とする犯罪率の急激な

上昇を契機として､その歴史的なパターンをリベラルから保守主義へと

ラディカルに変容させてきた｡それは､高犯罪率の常態化をもはや所与

として受け入れざるを得なくなった市民たちの間で､マスメディアのセ

ンセーショナリズムも影響して､犯罪に対する恐怖感情が持続的に高ま

っているという事情を背景としている｡犯罪リスクの普遍化 ｡常在化の

観念の囚人と化した市民が求めるのは､自分たちの身体と財産を害する

かもしれない､種々のリスキーな逸脱者の排除である｡それは､｢三振ア

ウト法｣に見られるように､犯罪者の社会復帰を前提としない恒久的な

犯罪者隔離の要求や､厳格な秩序維持を志向する攻撃的ポリシングの支

持などの形で現れることがある｡また､プライヴァタイゼーションの側

面として､西欧の国々と同様､犯罪リスクの低減に関わる排除と自衛の

ために､セキュリティ商品の積極的購入という個人的対応や､要塞とし

てのコミュニティ形成 (ゲイテッド｡コミュニティなど)を志向する動

きが､一層頻繁に見出されてもいる｡

その一方で､犯罪恐鹿の上昇は､犯罪の背景や実態を見失わせる危険

性を卒んでいる｡実際､すでに述べたように､種々の犯罪統計等からは､

犯罪リスクの空間的 ｡社会的な偏り､すなわち､一般的に最も貧しく､

地域社会の荒廃が問題となっている､マイノリティが多く居住する地域

コミュニティに､加害と被害の両方が集中する傾向を看取しうる｡また､

ニューヨーク市における秩序維持ポリシングは､アフリカ系アメリカ人
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市民に対して､他の人種 と比べて不釣合いに重い社会的コス トを負わせ

ることが指摘されている｡ 警察によるバランスを欠いた監視や苛酷な処

遇の結果､アフリカ系アメリカ人の間に､ポリシングの法律が不公正 ｡

不当であるとの感覚や､公共生活における人種的な公民権剥奪 (racial

disenfranchisement)の感情を醸成する可能性がある39｡ このような事態

は､犯罪対策に取 り組む警察当局にとっても､決して望ましいものでは

ないはずである｡特に､コミュニティを基盤とした犯罪予防プログラム

(コミュニティ｡ポリシングなど)が強力に推進されつつある以上､困

難な地域コミュニティを疎外することはそうしたプログラムの効果を大

幅に弱める結果を招こう｡

本論文が取 り扱ったテーマは､犯罪と個人のセキュリティをめぐりア

メリカで展開されている多様な取り組みの一部に関わるものにすぎないo

我々の研究プログラムにとって､アメリカの犯罪問題にかかわる､より

顕著な部分の検討が重要な意味をもつ｡すなわち､銃器問題である｡今

後､アメリカの犯罪問題における銃器の占める地位および意味の特殊性

(アメリカ的例外性 とも言うべきもの)に着目しつつ､研究を継続する

ことにしたい｡
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27 [守山 1999:176]

28[ShermanandEck2002:311,315]｡Shermanらは､種々の犯罪予防政策を根拠

に基づき科学的に検証しようとする研究プログラムを進めている｡彼らの研究を紹

介した邦文文献として､[原田 2003-2004]がある｡

29[FaganandDavies2003:195]｡統計上､秩序維持ポリシングおよび銃器を標的

とした攻撃的な停止･身体捜検活動において､苛酷なポリシングに曝される割合が

他の人笹 と比べて不釣合いに高いのは､アフリカ系アメリカ人である｡[Faganand

Davies2003:207ets.]

30 [KellingandColes1996:22-23](邦訳 2004:27)

31BernardE.Harcourt,̀ReflectingontheSubject:A CritiqueoftheSocial･

InfluenceConceptionofDeterrence,theBrokenWindowsTheory,andOrder-

MaintenancePolicingNewYorkStyle',MichiganLawRevieu)97(1998):291,

quotedin [FaganandDavies2003:196].

32 日本の警察関係者による､アメリカにおけるコミュニティ･ポリシングの実践例の
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紹介として､[河過 1994]を参照｡

33 [KellingandColes1996:101ets.](邦訳 2004:118以下)

34 [SkoganandHartnett1997:5-6]

35 これらの評価については､[ShermanandEck2002:316ets.]を参照｡

36 [RuthandReitz2003:142]

37[KellingandColes1996:234](邦訳 2004:265)

38 [RuthandReitz2003:142-143]

39[FaganandDavies2003:208-209]
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